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コンプライアンス体制強化のための機構改革について 
 

当社および当社関係者は、平成２６年３月４日に北陸新幹線の設備工事の入札に関し、

独占禁止法違反の容疑で東京地方検察庁から起訴されました。当社は、今回の事態を厳粛

に受け止め、コンプライアンス推進体制の見直しを行ってまいりました。今回、４月１日

付で、下記の機構改革を実施することといたしましたのでお知らせいたします。 

当社は、この機構改革により、今回のような事態の再発防止に努めるとともに、独占禁

止法その他関連法令を遵守した事業活動を徹底させ、信頼の回復に努めてまいりますので、

何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．新たに「コンプライアンス対策室」を設置します。 

当社は、昨年９月の公正取引委員会の立入調査後にコンプライアンス対策本部を設置

して、コンプライアンス体制の見直しと再発防止のための対策を実施してまいりました

が、独占禁止法その他関連法令の遵守を徹底した事業活動を継続して行っていくため、

コンプライアンス対策本部を発展的に解消し、常設の組織としてコンプライアンス対策

室を設置します。コンプライアンス対策室は、専任の室長の他６名の室員で構成し、外

部専門家のアドバイスを受けながら再発防止と独占禁止法その他関連法令を遵守するた

め、役職員に対する啓発活動等を行ってまいります。 

 

２．新たに外部専門家による「法令遵守支援委員会」を設置します。 

コンプライアンス対策室の設置とあわせて、当社の顧問弁護士１名と外部の弁護士２

名の合計３名で構成する法令遵守支援委員会を設置します。法令遵守支援委員会は、コ

ンプライアンス対策室と密接な連携をとり、コンプライアンス対策室が実施する再発防

止策や法令遵守のための啓発活動等に対し専門的な見地からの支援を行います。 

 

以上 


